
 

 

 

不特定多数の者を収容する旅館・ホテル等の防火安全対策の重要性に鑑み、 
旅館・ホテル等の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及
び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建物構造等へ
の適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物に
ついて、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため「表示」
を行うものです。 
 

 
申請により、表示基準に適合していると認められた場合に表示マークを掲示

することができます。 

       表示マーク（銀）  表示マーク（金） 

              

       有効期間：1 年  有効期間：3 年  

 

 次の(1)及び(2)すべてに該当するもの 

(1) 収容人員が３０人以上（防火管理者の選任義務がある建物） 

 (2) 地上３階建て以上 

 

※  上記に該当しないホテル・旅館等で、表

示マークの交付を希望する場合は、「「表表示示

制制度度対対象象外外施施設設通通知知書書」」に代えて交付

することになります。  

 

 

・消防関係法令への適合 
・防火安全上重要となる建築基準法（構造・防火区画・階段）への適合 
・消防機関による立入検査結果 など 

 平成２６年４月１日から 

 管轄の各消防署へ申請してください 

 
 

３年間継続  



 

 

 

 ①  表示マーク交付申請書（別記様式第 1 号） 

   収容人員が２９人以下もしくは２階建て以下の旅館・ホテルの場合は、 
「表示制度対象外施設申請書」（別記様式第６号） 

 ②  「防火対象物定期点検結果報告書」の写し 

※  当該定期点検報告の対象とならない建物であっても、法令に基づく義務の対象外ではありま  

すが、防火対象物点検資格者による点検を行い、その結果を申請書に添付する必要があります。 

 ③  「消防用設備等点検結果報告書」の写し 

 ④  「製造所等定期点検記録表」の写し 
  ※  危険物施設がある場合のみ  

 ⑤  建築基準法に基づく「定期調査報告書」の写し 
※  当該定期報告の対象とならない建物であっても、法令に基づく義務の対象外ではありますが  

建築士等により、建築構造や避難施設等の調査を行い、その結果を申請書に添付する必要があ  

ります。  

 

 

塩谷広域行政組合消防本部  
予防課予防担当 
〒329-2145 矢板市富田 94 番地１  
(E-ma il )  f-sh ioya.yobou@van il la .ocn. jp  
(ＴＥＬ )０２８７－４４－２５１３   
(ＦＡＸ )０２８７－４３－３７１３  

 

表示マークの交付を希望するホテル・旅館の関係者 

「表示マーク」交付 

交付された表示マークを掲出 

（インターネットで公表可） 

表示基準適合  

申請に必要な書類を持って  
管轄の消防署へ申請  

   

収容人員３０人以上で 

３階建て以上の建物ですか。 

消防機関による書類審査  
（必要に応じて現地確認） 

「表示制度対象外施設通知書」交付 

消防機関による書類審査  
（必要に応じて現地確認） 

表示基準適合  

交付された通知書を掲出 

（インターネットで公表可） 

いいえ  はい  



 
 



 


